
令和３年１月２８日 

株式会社ＥＣホールディングスに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 

消費者庁は、本日、株式会社ＥＣホールディングス（以下「ＥＣホールディング

ス」といいます。）に対し、同社が供給する「ブラックサプリＥＸ」と称する食品

に係る表示について、景品表示法第８条第１項の規定に基づき、課徴金納付命令

（別添参照）を発出しました。

１ 違反行為者の概要 

名 称 株式会社ＥＣホールディングス（法人番号 2011001046558） 

所 在 地 東京都目黒区青葉台三丁目１番１９号 

代 表 者 代表取締役 井関 貴博 

設立年月 平成１８年２月 

資 本 金 ７４５０万円（令和３年１月現在） 

２ 課徴金納付命令の概要 

⑴ 課徴金対象行為（違反行為）に係る商品

「ブラックサプリＥＸ」と称する食品（以下「本件商品」という。）

⑵ 課徴金対象行為

ア 表示媒体

自社ウェブサイト

イ 課徴金対象行為をした期間

平成３０年１０月１日から平成３１年２月７日までの間

ウ 表示内容（別紙１及び別紙２）

例えば、平成３０年１０月１日から平成３１年２月７日までの間、「Ｂ

ｅｆｏｒｅ」と付記された白髪が目立つ人物のイラスト及び「Ａｆｔｅｒ」

と付記された黒髪の人物のイラスト、並びに本件商品及び本件商品の容

器包装の写真と共に、「いくつになっても、柔らかな印象で ゆるふわ

っ！華やか！」、「年齢のせい・・・じゃなかった！」及び「１日３粒※飲

むだけで私もこんなに変われた秘密のサプリ！ ※３粒は目安です」等
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と記載するなど、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄

記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取することに

より、白髪が黒髪になる効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

  エ 実際 

    前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第８条第３項の規定に

基づき、ＥＣホールディングスに対し、期間を定めて、当該表示の裏付け

となる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、当該期間

内に資料を提出しなかった。 

オ 打消し表示 

前記ウの表示について、自社ウェブサイトにおいて、平成３０年１０月

１日から平成３１年２月７日までの間にあっては「※使用感には個人差

がございます」、同年１月１５日から同年２月４日までの間にあっては

「※お客様のお声であり、実感には個人差がございます。効果・効能を保

証するものではございません。」と記載していたが、当該記載は、一般消

費者が前記ウの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消す

ものではない。 

 

 ⑶ 課徴金対象期間 

   平成３０年１０月１日から平成３１年４月２４日までの間 

 

⑷ 景品表示法第８条第１項ただし書に該当しない理由 

   ＥＣホールディングスは、本件商品について、前記⑵ウの表示の裏付けと

なる根拠資料を確認することなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。 

 

⑸ 命令の概要（課徴金の額） 

   ＥＣホールディングスは、令和３年８月３０日までに、１９７２万円を支

払わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 

 電    話：０３（３５０７）９１２６ 

 ホームページ：https://www.caa.go.jp/ 

2



 

 
 

 

 

 

表示期間 表示内容 

平成３０年１０月

１日から平成３１

年２月７日までの

間 

・「Ｂｅｆｏｒｅ」と付記された白髪が目立つ人物のイラス

ト及び「Ａｆｔｅｒ」と付記された黒髪の人物のイラス

ト、並びに本件商品及び本件商品の容器包装の写真と共

に、「いくつになっても、柔らかな印象で ゆるふわっ！

華やか！」、「年齢のせい・・・じゃなかった！」及び「１

日３粒※飲むだけで私もこんなに変われた秘密のサプ

リ！ ※３粒は目安です」と記載。 

・「なぜ、自信喪失だった康江が同窓会で注目の的に！？」

及び「ブラックサプリＥＸをマンガで解説！」と題するマ

ンガにおいて、白髪が目立つ「康江」と称する人物のイラ

ストと共に、「んん・・・」及び「なんか 最近すごい人

の目が気になってあまり気が進まなくて」と記載、白髪が

目立つ「康江」と称する人物のイラストと共に、「でも鏡

を見るとどうしても昔とは違うし やっぱり歳には勝て

ないよね・・・」及び「いつも若々しい洋子にはわからな

いと思うけどさ・・・」と記載、「洋子」と称する人物の

イラストと共に、「やめてよ！」及び「私だってこれでも

いろいろ努力してるのよ」と記載、白髪が目立つ「康江」

と称する人物のイラスト及び「洋子」と称する人物のイラ

ストと共に、「ええ！？洋子が！？」、「驚いた？」及び「歳

を重ねたら自分自身にも手をかけなきゃ それと・・・」

と記載、本件商品の容器包装のイラスト、白髪が目立つ

「康江」と称する人物のイラスト及び「洋子」と称する人

物のイラストと共に、「これ！ブラックサプリＥＸ！」及

び「え？サプリ！？」、白髪が目立つ「康江」と称する人

物のイラスト及び「洋子」と称する人物のイラストと共

に、「エイジングケア※の重要性に気付く前といった

ら・・・」及び「うそ！洋子にもそんなときがあったんだ」

と記載、白髪が目立つ「康江」と称する人物のイラスト及

び「洋子」と称する人物のイラストと共に、「そうよ で

も生活習慣を見直して自分を磨きながらブラックサプリ

ＥＸで栄養不足を補ったのよ！」及び「栄養不足って？年

 別表 
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表示期間 表示内容 

齢のせいじゃないの？」と記載、白髪が目立つ「康江」と

称する人物のイラストと共に、「でも食事には気を付けて

ると思うけど・・・」と記載、白髪が目立つ「康江」と称

する人物のイラスト、「洋子」と称する人物のイラスト及

び食材の写真と共に、「甘い甘い！これだけの栄養をちゃ

んと毎日摂れてる！？」及び「ちょっと毎日こんなには無

理に決まってるでしょう」、白髪が目立つ「康江」と称す

る人物のイラスト及び手のひらに乗せた本件商品のイラ

ストと共に、「でも安心して！ブラックサプリＥＸなら３

粒にこの栄養素がぜーんぶ凝縮されてるのよ！」及び「た

った３粒飲むだけでいいの！？」と記載、白髪が目立つ

「康江」と称する人物のイラスト、「洋子」と称する人物

のイラスト及び男性のイラストと共に、「すごいのはそれ

だけじゃないんだから！！」、「うそ 現役のお医者さん

が監修してるの！」及び「現役医師・サプリメントアドバ

イザー 服部達也先生が監修！」と記載、本件商品の容器

包装のイラストと共に、「早速ブラックサプリＥＸを注文

 飲むだけだから本当にとっても楽チン」と記載、白髪が

目立つ「康江」と称する人物が本件商品を飲んでいるイラ

スト、黒髪の当該人物が鏡を見ているイラスト及び黒髪

の当該人物が手を振っているイラストと共に、「お手入れ

だけでなくオシャレにも興味が出て人に会うのも楽しく

なっていった」と記載、黒髪の「康江」と称する人物のイ

ラスト及び人物のイラストと共に、「康江 とっても久し

ぶりじゃない！」及び「うわ！ほんとー！久しぶりね！」

と記載、黒髪の「康江」と称する人物のイラストと共に、

「康江 ずるい！あなただけなんでそんなに若々しいの

よ」及び「へへへ そうかなあ」と記載、黒髪の「康江」

と称する人物のイラストと共に、「私の若々しさは同窓会

でも注目の的に！」及び「もっとみんなに見てもらいた

い！」と記載。 

・「ブラックサプリＥＸはあなたを若々しく華やかな印象に

色づかせるとっておきのサプリです！」 
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表示期間 表示内容 

・「こんな風になりたいあなたにおススメ！」及び「☑もっ

と若々しくなりたい！」 

・「諦めていませんか？」及び「実は！多くの人が色を失っ

ていく自分を年齢のせいだと思い込んでいます！」、白髪

が目立つ人物のイラストと共に、「年齢のせいだから仕方

ないわよね・・・」及び「これは大間違いです！真の原因

は生活習慣！年齢とともに運動をする機会が減り睡眠不

足や食生活の乱れからバランスの悪い毎日が続き、昔の

ように輝けなくなっているだけです！」と記載。 

・「Ｂｅｆｏｒｅ」と付記された白髪が目立つ人物のイラス

ト及び「Ａｆｔｅｒ」と付記された黒髪の人物のイラスト

と共に、「生活習慣を見直して、自分も磨けばきっとあな

たも輝けます！」及び「ブラックサプリＥＸの黒ゴマや昆

布などの黒々ツヤツヤ成分をあなたも体感しません

か？！」と記載。 

・「圧倒的に選ばれている３つの理由はこれ！」と題し、「選

ばれる理由１ 美容治療の現役医師服部先生が監修した

サプリ」と記載、本件商品の容器包装を持った人物の写真

と共に、「専門家の私が監修しています。じっくり継続し

てください！」、「監修 服部達也先生」、「医師・美容内科

医 夢眠クリニックまちや院長」、「日本臨床医学発毛協

会認定 発毛診療医」、「日本抗加齢医学会、日本美容皮膚

科学会 会員」及び「医師でありながらサプリメントアド

バイザーの資格を持ち、女性のエイジングケア・アドバイ

ザー※として、多くのメディアでも解説している権威あ

る先生です。 ※年齢に応じた栄養補給によるケア」と記

載、人物のイラストと共に、「私も現役の医師が監修して

るのがとっても気に入って始めたの！」、「でも美容医療

にもサプリメントにも特化した先生が監修なんて本当に

心強い！」、「選ばれる理由２ 黒ゴマ・昆布など 黒々ツ

ヤツヤ素材の秘密 厳選された９種の成分！」、「ブラッ

クサプリＥＸにサプリメントアドバイザーでもある服部

医師の監修のもと、若々しい毎日を目指し、鮮やかに色づ
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表示期間 表示内容 

いた自分に適切な栄養素を、バランスよく配合させるこ

とに成功しました！」、「その厳選された９種の成分がこ

ちら！」、「Ｌ－リジン」、「黒々の栄養。」、「黒ゴマ」、「ネ

バネバしたぬめり成分が、黒々ツヤツヤとした輝きのも

とです。」、「アルギン酸」、「ビオチン 牛レバー約５３０

ｇ分」、「オルニチン しじみ約２７６※１粒分」、「パント

テン酸 鶏レバー約１．５ｋｇ分」、「鮮やかに色づいた女

性に必要な栄養素。」、「亜鉛 生牡蠣約３個分」、「ビタミ

ンＣ ほうれん草約３００ｇ分」、「レスベラトロール 

赤ワイン約１杯分※２」及び「これらの栄養素をぎゅぎゅ

っと濃縮！！ ブラックサプリＥＸならたったの３粒

（目安）でこれらすべての栄養素が補給できちゃいま

す！」と記載、黒髪の人物のイラストと共に、「若々しい

毎日を維持するのにこんなに栄養が必要なんて知らなか

った」、「普通の食生活じゃ、この量は絶対にムリよね！」、

「しかもブラックサプリＥＸは適切な配合バランスまで

考えられてるし」、「さっすが服部先生よね！」及び「年齢

のせいじゃないって本当に実感！」と記載。 

・「全国のご愛飲の皆様からも喜びの声が届いています！」

と題し、体験談として、「周りの変化にビックリです！ 

今日サロンに行ったら『雰囲気が変わったんじゃないで

すか？』と聞かれました。ブラックサプリＥＸのおかげで

す。」と記載。 

・「黒ゴマ・昆布など 黒々ツヤツヤ成分！今すぐ体感しよ

う！」 

（別紙１） 

平成３１年１月１

５日から同年２月

４日までの間 

・本件商品及び本件商品の容器包装の写真と共に、「え

っ！？まだ飲むケアしてないの？！」、「『老け印象でどん

よりしていた私・・・でも今はイキイキ充実 鏡を見るた

び笑顔になります！』」及び「簡単にできる白髪対策とし

て話題！」と記載。 

・「黒髪応援キャンペーン！」及び「飲みはじめの“白髪隠

し”に使える」 
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表示期間 表示内容 

・「もう３ヶ月も通っていません！」 

・「こんな経験、ありませんか？」、「☑２週間に一度、通う

ことにウンザリ．．．」、「☑まだ若いはずなのに・・・」、「☑

この前ケアしたばかりなのにすぐ目立ってしまう」、「☑

存在感があったのに、今は３６０度頼りない・・・」、「何

度やってもキリがない！！ でも元のままだと、みっと

もない・・・」、「もしかして３６０度頼りない？ 昔はあ

んなに際立っていたのに・・・」、「どうしたら良いの？！」、

「原因だと思っていた」、「年齢」、「体質」、「生活習慣」、

「多忙な毎日」、「ですが・・・」及び「実は！ 栄養
・ ・

不足
・ ・

を改善することで、ハリのある毎日は目指せるので

す！！」と記載、本件商品及び本件商品の容器包装の写真

と共に、「そこで」及び「ブラックサプリＥＸは根本の悩

みにお答えできるよう、“外から変える”のではなく飲む

対策に注目しました！！」と記載。 

・「もう絶対手放せない！ たくさんの人に支持されている

理由」と題し、「理由１ 結果にこだわり選び抜いた、９

種類の成分」と記載、本件商品及び本件商品の容器包装の

写真と共に、「イキイキ充実の実現には、毎日たくさんの

栄養が必要になります。」、「そこで」、「美容内科医の服部

先生が、もっとも良いとされる組み合わせを考え究極の

バランスで配合したのが」、「ブラックサプリＥＸです。」、

「Ｌ－リジン」、「黒ゴマセサミ」、「ネバネバしたぬめり成

分が、黒々ツヤツヤとした輝きのもとです。」、「アルギン

酸」、「ビオチン 牛レバー約５３０ｇ分」、「オルニチン 

しじみ約２７６※２粒分」、「パントテン酸 鶏レバー約１．

５ｋｇ分」、「亜鉛 生牡蠣約２個分」、「ビタミンＣ ほう

れん草約３００ｇ分」、「レスベラトロール 赤ワイン約

１杯分※４」、「これらを全て食事だけで摂ろうとすると・・・

こ～んなにたくさんの量を、毎日食べなくてはなりませ

ん！」及び「毎日これだけの量を食べ続けるのは、とても

難しいし大変ですよね。」と記載、本件商品の写真と共に、

「ブラックサプリＥＸなら、これらの栄養が、たった３粒
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表示期間 表示内容 

※にギュギュ～っと凝縮！！ とってもお手軽・簡単に栄

養補給ができます。※１日あたりの目安量」、「理由４ 手

間がかからず、ラクしてキレイに！」及び「２週間に一度

通うのはお金はかかるし、自分でケアをすると時間がか

かって面倒くさい！でも、そのままだとみっともな

い・・・」と記載、本件商品及び本件商品の容器包装の写

真と共に、「長年、このお悩みを抱えていた人は多いと思

います。」、「ブラックサプリＥＸなら、毎日たった３粒※飲

むだけ！ ※１日あたりの目安量」、「手間もかからず簡

単なのにツヤのある毎日が充実していると大好評なんで

す！」及び「頑張る必要はありません。毎日たった３粒※

飲むだけ！ ※１日あたりの目安量」と記載。 

・「ありがとうございます」及び「ツヤのある毎日に嬉しい

お声が止まりません！！」と題し、体験談として、「変化

にビックリです！ サプリを飲んで、どういう風に変わ

っていくんだろう？って思っていました。最近気になっ

ていた部分が、根本からイキイキ充実してビックリ！」と

記載、体験談として、「友人から羨ましがられます ２週

間に１回のケアが面倒でした。でも何もしないと、みっと

もないし・・・。口コミを見て『ブラックサプリＥＸ』が

気になり、飲むことに決めました。最初は自然にふっくら

としたよう。今では全体的にはっきりしているの。ケアの

回数もグーンと減りましたよ。」と記載、体験談として、

「期待して続けてよかったです 昔は際立っていたの

に、この年になって寂しい印象になってしまいました。雑

誌を見ていたら『ブラックサプリＥＸ』を発見。同じよう

に悩んでいる人も飲んでいるそう。淡い期待を胸に、続け

てみると･･･あんなにさみしかったのが嘘みたいに！！

続けるうちに頼りない印象も気にならなくなり、感動し

ました。」と記載。 

・本件商品の写真と共に、「１日たった３粒※で イキイキ

充実 ツヤのある毎日に 早く始めた方から、ご実感い
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表示期間 表示内容 

ただいています。さあ、アナタも今スグ始めましょう！！ 

※１日あたりの目安量」と記載。 

（別紙２） 
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○ 不当景品類及び不当表示防止法（抜粋）
（昭和三十七年法律第百三十四号） 

 （目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を

防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限

及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 

（不当な表示の禁止） 

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当す

る表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく

は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、

不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると

認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく

は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し

く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に

よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認

されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理

的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

 （措置命令） 

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行

為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること

を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること

ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に

対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと

きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反

行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業

者 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当す

るか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定

めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場

合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該

表示は同号に該当する表示とみなす。 

（課徴金納付命令） 

第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為（同条第三号に該当する表示に係るものを除く。

以下「課徴金対象行為」という。）をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課

徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政

令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫

に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期

（参考１） 
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間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、か

つ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十

万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であるこ

と又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他

の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく

有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供

給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示 

２ 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間（課徴金対象行為をや

めた後そのやめた日から六月を経過する日（同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係

る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを

解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日）までの間に当該事

業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をや

めてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるとき

は、当該期間の末日から遡つて三年間とする。）をいう。 

３ 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令（以下「課徴金納付命令」という。）に関し、事業

者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当

該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料

の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、

同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。 

（課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額） 

第九条 前条第一項の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する

事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同項の規定により計算

した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただ

し、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為

について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。 

（返金措置の実施による課徴金の額の減額等） 

第十条 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期

間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特

定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又

は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭を交付

する措置（以下この条及び次条において「返金措置」という。）を実施しようとするときは、内

閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置（以下この条において「実施予

定返金措置」という。）に関する計画（以下この条において「実施予定返金措置計画」という。）

を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に提出して、

その認定を受けることができる。 

２ 実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 実施予定返金措置の内容及び実施期間 

二 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の

方法に関する事項 

三 実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

３ 実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた

者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に

実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することができる。 

４ 第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置

を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた

者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該返金措置
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に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

５ 内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金措置計画が

次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。 

一 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込ま

れるものであること。 

二 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者（当該実施予定返金措

置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規定による報告がされてい

る場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が実施された者を含む。）のうち特定

の者について不当に差別的でないものであること。 

三 当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期間が、当該課

徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間として内

閣府令で定める期間内に終了するものであること。 

６ 第一項の認定を受けた者（以下この条及び次条において「認定事業者」という。）は、当該認

定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、

内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 

７ 第五項の規定は、前項の認定について準用する。 

８ 内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画

（第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項

において「認定実施予定返金措置計画」という。）に適合して実施されていないと認めるとき

は、第一項の認定（第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において

単に「認定」という。）を取り消さなければならない。 

９ 内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、

これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。 

１０ 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第

一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができ

ない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合には、この限りでない。 

第十一条 認定事業者（前条第八項の規定により同条第一項の認定（同条第六項の規定による変

更の認定を含む。）を取り消されたものを除く。第三項において同じ。）は、同条第一項の認定

後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定

返金措置計画に記載されている同条第二項第一号に規定する実施期間の経過後一週間以内に、

内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一

項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認める

ときは、当該返金措置（当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載さ

れている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報

告に係る返金措置を含む。）において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところによ

り計算した額を第八条第一項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から減額するものと

する。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当該課徴金の額か

ら減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。 

３ 内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八

条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この

場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通

知するものとする。 

（課徴金の納付義務等） 

第十二条 課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計

算した課徴金を納付しなければならない。 

２ 第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数

があるときは、その端数は、切り捨てる。 
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３～６ （省略） 

７ 課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行

為に係る課徴金の納付を命ずることができない。 

 （報告の徴収及び立入検査等）  

第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条第一項

の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事

業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳

簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に

関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類そ

の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。  

２～３ （省略） 

 （権限の委任等） 

第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長

官に委任する。 

２～１１ （省略） 

○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令（抜粋）

（平成二十一年政令第二百十八号） 

 （消費者庁長官に委任されない権限）  

第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一

項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第四条、第五条第三号、

第六条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第二十六条

第二項並びに同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。）

の規定による権限とする。 
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景品表示法による表示規制の概要 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

○ 優良誤認表示（第５条第１号） 

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 

○ 有利誤認表示（第５条第２号） 

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 

不実証広告規制（第７条第２項及び第８条第３項） 

 消費者庁長官は、商品・サービスの内容（効果、性能）に関する優良誤認表

示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表

示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 

 

○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出した資料が表示の裏付けと

なる合理的な根拠を示すものと認められない場合 

 ・ 第７条第２項（措置命令関連）に基づく資料要求：不当表示とみなす。 

 ・ 第８条第３項（課徴金納付命令関連）に基づく資料要求：不当表示と推

定する。 

① 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示す表示 

① 無果汁の清涼飲料水等についての表示 

② 商品の原産国に関する不当な表示 

③ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 

④ 不動産のおとり広告に関する表示 

⑤ おとり広告に関する表示 

⑥ 有料老人ホームに関する不当な表示 

① 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に

著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

○ 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ

があると認められ内閣総理大臣が指定する表示（第５条第３号） 

② 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競

業事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 

② 商品・サービスの取引条件について、競業事業者に係るものよりも取引

の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

景
品
表
示
法
第
５
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
） 

不
当
な
表
示 

（参考２） 
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事

業
者

が
不

当
な

表
示

で
あ

る
こ

と
を

知
ら

ず
、

か
つ

、
知

ら
な

い
こ

と
に

つ
き

相
当

の
注

意
を

怠
っ

た
者

で
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
課
徴

金
を

賦
課

し
な

い
。

・
規

模
基

準
：
課

徴
金

額
が

1
50

万
円

未
満

と
な

る
場

合
は

、
課
徴

金
を

賦
課
し

な
い

。

除
斥

期
間

（
第
1
2条

第
７

項
）

違
反

行
為

を
や

め
た

日
か

ら
５

年
を

経
過

し
た

と
き
は

、
課

徴
金
を

賦
課

し
な

い
。

課
徴
金
対
象
行
為
該
当
事
実
の
報
告
に
よ
る
課
徴
金
額
の
減
額

（
第
９
条
）

課
徴

金
対

象
行

為
に

該
当

す
る
事

実
を

報
告
し

た
事

業
者

に
対

し
、
課

徴
金

額
の

２
分

の
１

を
減

額
す

る
。

平
成

2
8年

４
月

１
日

賦
課

手
続

（
第
1
3条

）

違
反

事
業

者
に

対
す

る
手

続
保

障
と

し
て

、
弁

明
の

機
会

を
付

与
す

る
。

１
：

実
施

予
定

返
金

措
置

計
画

の
作

成
・認

定

２
：

返
金

措
置

の
実

施

３
：

報
告

期
限

ま
で
に
報
告

返
金

措
置

に
お

け
る

金
銭

交
付

相
当

額
が

課
徴

金
額

以
上

の
場

合

課
徴

金
額

の
減

額

返
金

措
置

に
お

け
る

金
銭

交
付

相
当

額
が

課
徴

金
額

未
満
の

場
合

事
業

者
が

所
定

の
手

続
に

沿
っ

て
返

金
措

置
を
実

施
し

た
場

合
は

、
課

徴
金

を
命

じ
な

い
又

は
減

額
す

る
。

課
徴

金
の

納
付

を
命

じ
な
い

返
金

措
置

の
実
施

に
よ

る
課

徴
金

額
の

減
額

（
第

10
条
・
第

1
1条

）

※
返

金
措

置
＝

対
象

商
品

・
役

務
の

取
引

を
し

た
こ

と
が

特
定

さ
れ

る
一

般
消

費
者

か
ら

の
申

出
が

あ
つ

た
場

合
に

、
当

該
申

出
を

し
た

一
般

消
費

者
の

購
入

額
に

３
％

を
乗

じ
た

額
以

上
の

金
銭
を

交
付

す
る

措
置

。

事
業

者
は

、
実

施
予

定
返

金
措

置
計

画
に

沿
っ

て
返

金
措

置
を

実
施

す
る

。

返
金

措
置

を
実

施
し

よ
う

と
す

る
事

業
者

は
、
実

施
予

定
返

金
措

置
計

画
を

作
成

し
、

消
費

者
庁

長
官

の
認

定
を

受
け

る
。

不
実

証
広

告
規

制
に

係
る

表
示

に
つ

い
て
、

一
定

の
期
間

内
に

当
該
表

示
の

裏
付

け
と

な
る

合
理

的
な

根
拠

を
示

す
資

料
の

提
出

が
な
い

場
合

に
は
、

当
該

表
示

を
優

良
誤

認
表

示
と

推
定

し
て

課
徴
金

を
賦

課
す
る

。

不
当
な
表
示
に
よ
る
顧
客
の
誘
引
を
防

止
す
る
た
め
、
不
当
な
表
示
を
行
っ
た
事
業

者
に
対
す
る
課
徴
金
制
度
を
導
入

す
る
と
と
も
に
、
被
害
回
復
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
返

金
に
よ
る
課
徴
金
額
の
減
額
等
の
措
置
を
講
ず
る
。

課
徴

金
制

度
の

概
要
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消表対第１００号 

令和３年１月２８日 

 

株式会社ＥＣホールディングス 

代表取締役 井関 貴博 殿 

 

                       消費者庁長官 伊藤 明子     

 

 

不当景品類及び不当表示防止法第８条第１項の規定に基づく課徴金納付命令 

 

貴社は、貴社が供給する「ブラックサプリＥＸ」と称する食品（以下「本件商品」という。）

の取引について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景品表

示法」という。）第５条の規定により禁止されている同条第１号に該当する不当な表示を行って

いたので、同法第８条第１項の規定に基づき、次のとおり課徴金の納付を命令する。 

 

主   文 

 株式会社ＥＣホールディングス（以下「ＥＣホールディングス」という。）は、課徴金として

金１９７２万円を令和３年８月３０日までに国庫に納付しなければならない。 

 

理   由 

１ 課徴金対象行為 

別紙記載の事実によれば、ＥＣホールディングスが自己の供給する本件商品の取引に関し

行った表示は、景品表示法第８条第３項の規定により、同法第５条第１号に規定する、本件

商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことに

より、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれが

あると認められる表示と推定されるものであって、かかる表示をしていた行為は、同条の規

定に違反するものである。 

 

２ 課徴金の計算の基礎 

⑴ア 景品表示法第８条第１項に規定する課徴金対象行為に係る商品は、本件商品である。 

イ(ｱ) ＥＣホールディングスが前記１の課徴金対象行為をした期間は、平成３０年１０月

１日から平成３１年２月７日までの間である。 

(ｲ) ＥＣホールディングスは、本件商品について、前記１の課徴金対象行為をやめた後

そのやめた日から６月を経過する日前の平成３１年４月２４日に、前記１の課徴金対

象行為に係る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択

を阻害するおそれを解消するための措置として不当景品類及び不当表示防止法施行規

別添 
※別添については、添付を省略しています。 



    

２ 
 

則（平成２８年内閣府令第６号）第８条に規定する措置をとっていると認められると

ころ、ＥＣホールディングスが前記１の課徴金対象行為をやめた日から当該措置をと

った日までの間に最後に取引をした日は、平成３１年４月２４日である。 

(ｳ) 前記(ｱ)及び(ｲ)によれば、前記１の課徴金対象行為に係る課徴金対象期間は、平成

３０年１０月１日から平成３１年４月２４日までの間である。 

ウ 前記イ(ｳ)の課徴金対象期間に取引をした本件商品に係るＥＣホールディングスの売

上額は、不当景品類及び不当表示防止法施行令（平成２１年政令第２１８号）第１条の

規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、６億５７６１万８５４

８円である。 

エ ＥＣホールディングスは、本件商品について、当該表示の裏付けとなる根拠資料を確

認することなく、前記１の課徴金対象行為をしていたことから、当該課徴金対象行為を

した期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が景品表示法第８条第１項第１号に該

当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠った者でないとは認め

られない。 

  ⑵ 前記⑴の事実によれば、ＥＣホールディングスが国庫に納付しなければならない課徴金

の額は、景品表示法第８条第１項の規定により、前記⑴ウの本件商品の売上額に１００分

の３を乗じて得た額から、同法第１２条第２項の規定により、１万円未満の端数を切り捨

てて算出した１９７２万円である。 

 

 よって、ＥＣホールディングスに対し、景品表示法第８条第１項の規定に基づき、主文のと

おり命令する。 

 

＜法律に基づく教示＞ 

１ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条第１

項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることができる。 

（注）行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処分が

あったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日の翌日から

起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

２ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及び第

１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月

以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提起することがで

きる。 

（注１）行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、この

処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の
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日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することが

できなくなる。 

（注２）行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、審査

請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。ただし、正当

な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か

月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の

取消しの訴えを提起することができなくなる。 



 

 
4 

 

別紙 

 

消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。 

１ 株式会社ＥＣホールディングス（以下「ＥＣホールディングス」という。）は、東京都

目黒区青葉台三丁目１番１９号に本店を置き、インターネットなどの通信手段を利用し

た通信販売業、販売代理業等を営む事業者である。 

２ ＥＣホールディングスは、通信販売の方法により「ブラックサプリＥＸ」と称する食品

（以下「本件商品」という。）を一般消費者に販売している。 

３ ＥＣホールディングスは、本件商品に係る自社ウェブサイトの表示内容を自ら決定し

ている。 

４⑴ ＥＣホールディングスは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成３０年１

０月１日から平成３１年２月７日までの間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、平成

３０年１０月１日から平成３１年２月７日までの間、「Ｂｅｆｏｒｅ」と付記された白

髪が目立つ人物のイラスト及び「Ａｆｔｅｒ」と付記された黒髪の人物のイラスト、並

びに本件商品及び本件商品の容器包装の写真と共に、「いくつになっても、柔らかな印

象で ゆるふわっ！華やか！」、「年齢のせい・・・じゃなかった！」及び「１日３粒

※飲むだけで私もこんなに変われた秘密のサプリ！ ※３粒は目安です」等と記載する

など、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示するこ

とにより、あたかも、本件商品を摂取することにより、白髪が黒髪になる効果が得られ

るかのように示す表示をしていた。 

⑵ 消費者庁長官は、前記⑴の表示について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７

年法律第１３４号）第５条第１号に該当する表示か否かを判断するため、同法第８条第

３項の規定に基づき、ＥＣホールディングスに対し、期間を定めて、当該表示の裏付け

となる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、ＥＣホールディングスは、当該

期間内に資料を提出しなかった。 

なお、ＥＣホールディングスは、前記⑴の表示について、自社ウェブサイトにおいて、

平成３０年１０月１日から平成３１年２月７日までの間にあっては「※使用感には個

人差がございます」、同年１月１５日から同年２月４日までの間にあっては「※お客様

のお声であり、実感には個人差がございます。効果・効能を保証するものではございま

せん。」と記載していたが、当該記載は、一般消費者が前記⑴の表示から受ける本件商

品の効果に関する認識を打ち消すものではない。 



 

 
5 

 

別表 

表示期間 表示内容 

平成３０年１０月１

日から平成３１年２

月７日までの間 

・「Ｂｅｆｏｒｅ」と付記された白髪が目立つ人物のイラスト及び「Ａ

ｆｔｅｒ」と付記された黒髪の人物のイラスト、並びに本件商品及

び本件商品の容器包装の写真と共に、「いくつになっても、柔らか

な印象で ゆるふわっ！華やか！」、「年齢のせい・・・じゃなかっ

た！」及び「１日３粒※飲むだけで私もこんなに変われた秘密のサ

プリ！ ※３粒は目安です」と記載。 

・「なぜ、自信喪失だった康江が同窓会で注目の的に！？」及び「ブ

ラックサプリＥＸをマンガで解説！」と題するマンガにおいて、白

髪が目立つ「康江」と称する人物のイラストと共に、「んん・・・」

及び「なんか 最近すごい人の目が気になってあまり気が進まなく

て」と記載、白髪が目立つ「康江」と称する人物のイラストと共に、

「でも鏡を見るとどうしても昔とは違うし やっぱり歳には勝て

ないよね・・・」及び「いつも若々しい洋子にはわからないと思う

けどさ・・・」と記載、「洋子」と称する人物のイラストと共に、「や

めてよ！」及び「私だってこれでもいろいろ努力してるのよ」と記

載、白髪が目立つ「康江」と称する人物のイラスト及び「洋子」と

称する人物のイラストと共に、「ええ！？洋子が！？」、「驚いた？」

及び「歳を重ねたら自分自身にも手をかけなきゃ それと・・・」

と記載、本件商品の容器包装のイラスト、白髪が目立つ「康江」と

称する人物のイラスト及び「洋子」と称する人物のイラストと共に、

「これ！ブラックサプリＥＸ！」及び「え？サプリ！？」、白髪が

目立つ「康江」と称する人物のイラスト及び「洋子」と称する人物

のイラストと共に、「エイジングケア※の重要性に気付く前といった

ら・・・」及び「うそ！洋子にもそんなときがあったんだ」と記載、

白髪が目立つ「康江」と称する人物のイラスト及び「洋子」と称す

る人物のイラストと共に、「そうよ でも生活習慣を見直して自分

を磨きながらブラックサプリＥＸで栄養不足を補ったのよ！」及び

「栄養不足って？年齢のせいじゃないの？」と記載、白髪が目立つ

「康江」と称する人物のイラストと共に、「でも食事には気を付け

てると思うけど・・・」と記載、白髪が目立つ「康江」と称する人

物のイラスト、「洋子」と称する人物のイラスト及び食材の写真と

共に、「甘い甘い！これだけの栄養をちゃんと毎日摂れてる！？」

及び「ちょっと毎日こんなには無理に決まってるでしょう」、白髪

が目立つ「康江」と称する人物のイラスト及び手のひらに乗せた本
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表示期間 表示内容 

件商品のイラストと共に、「でも安心して！ブラックサプリＥＸな

ら３粒にこの栄養素がぜーんぶ凝縮されてるのよ！」及び「たった

３粒飲むだけでいいの！？」と記載、白髪が目立つ「康江」と称す

る人物のイラスト、「洋子」と称する人物のイラスト及び男性のイ

ラストと共に、「すごいのはそれだけじゃないんだから！！」、「う

そ 現役のお医者さんが監修してるの！」及び「現役医師・サプリ

メントアドバイザー 服部達也先生が監修！」と記載、本件商品の

容器包装のイラストと共に、「早速ブラックサプリＥＸを注文 飲

むだけだから本当にとっても楽チン」と記載、白髪が目立つ「康江」

と称する人物が本件商品を飲んでいるイラスト、黒髪の当該人物が

鏡を見ているイラスト及び黒髪の当該人物が手を振っているイラ

ストと共に、「お手入れだけでなくオシャレにも興味が出て人に会

うのも楽しくなっていった」と記載、黒髪の「康江」と称する人物

のイラスト及び人物のイラストと共に、「康江 とっても久しぶり

じゃない！」及び「うわ！ほんとー！久しぶりね！」と記載、黒髪

の「康江」と称する人物のイラストと共に、「康江 ずるい！あな

ただけなんでそんなに若々しいのよ」及び「へへへ そうかなあ」

と記載、黒髪の「康江」と称する人物のイラストと共に、「私の若々

しさは同窓会でも注目の的に！」及び「もっとみんなに見てもらい

たい！」と記載。 

・「ブラックサプリＥＸはあなたを若々しく華やかな印象に色づかせ

るとっておきのサプリです！」 

・「こんな風になりたいあなたにおススメ！」及び「☑もっと若々し

くなりたい！」 

・「諦めていませんか？」及び「実は！多くの人が色を失っていく自

分を年齢のせいだと思い込んでいます！」、白髪が目立つ人物のイ

ラストと共に、「年齢のせいだから仕方ないわよね・・・」及び「こ

れは大間違いです！真の原因は生活習慣！年齢とともに運動をす

る機会が減り睡眠不足や食生活の乱れからバランスの悪い毎日が

続き、昔のように輝けなくなっているだけです！」と記載。 

・「Ｂｅｆｏｒｅ」と付記された白髪が目立つ人物のイラスト及び「Ａ

ｆｔｅｒ」と付記された黒髪の人物のイラストと共に、「生活習慣

を見直して、自分も磨けばきっとあなたも輝けます！」及び「ブラ

ックサプリＥＸの黒ゴマや昆布などの黒々ツヤツヤ成分をあなた

も体感しませんか？！」と記載。 
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表示期間 表示内容 

・「圧倒的に選ばれている３つの理由はこれ！」と題し、「選ばれる理

由１ 美容治療の現役医師服部先生が監修したサプリ」と記載、本

件商品の容器包装を持った人物の写真と共に、「専門家の私が監修

しています。じっくり継続してください！」、「監修 服部達也先

生」、「医師・美容内科医 夢眠クリニックまちや院長」、「日本臨床

医学発毛協会認定 発毛診療医」、「日本抗加齢医学会、日本美容皮

膚科学会 会員」及び「医師でありながらサプリメントアドバイザ

ーの資格を持ち、女性のエイジングケア・アドバイザー※として、

多くのメディアでも解説している権威ある先生です。 ※年齢に応

じた栄養補給によるケア」と記載、人物のイラストと共に、「私も

現役の医師が監修してるのがとっても気に入って始めたの！」、「で

も美容医療にもサプリメントにも特化した先生が監修なんて本当

に心強い！」、「選ばれる理由２ 黒ゴマ・昆布など 黒々ツヤツヤ

素材の秘密 厳選された９種の成分！」、「ブラックサプリＥＸにサ

プリメントアドバイザーでもある服部医師の監修のもと、若々しい

毎日を目指し、鮮やかに色づいた自分に適切な栄養素を、バランス

よく配合させることに成功しました！」、「その厳選された９種の成

分がこちら！」、「Ｌ－リジン」、「黒々の栄養。」、「黒ゴマ」、「ネバ

ネバしたぬめり成分が、黒々ツヤツヤとした輝きのもとです。」、「ア

ルギン酸」、「ビオチン 牛レバー約５３０ｇ分」、「オルニチン し

じみ約２７６※１粒分」、「パントテン酸 鶏レバー約１．５ｋｇ分」、

「鮮やかに色づいた女性に必要な栄養素。」、「亜鉛 生牡蠣約３個

分」、「ビタミンＣ ほうれん草約３００ｇ分」、「レスベラトロール 

赤ワイン約１杯分※２」及び「これらの栄養素をぎゅぎゅっと濃

縮！！ ブラックサプリＥＸならたったの３粒（目安）でこれらす

べての栄養素が補給できちゃいます！」と記載、黒髪の人物のイラ

ストと共に、「若々しい毎日を維持するのにこんなに栄養が必要な

んて知らなかった」、「普通の食生活じゃ、この量は絶対にムリよ

ね！」、「しかもブラックサプリＥＸは適切な配合バランスまで考え

られてるし」、「さっすが服部先生よね！」及び「年齢のせいじゃな

いって本当に実感！」と記載。 

・「全国のご愛飲の皆様からも喜びの声が届いています！」と題し、

体験談として、「周りの変化にビックリです！ 今日サロンに行っ

たら『雰囲気が変わったんじゃないですか？』と聞かれました。ブ

ラックサプリＥＸのおかげです。」と記載。 
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表示期間 表示内容 

・「黒ゴマ・昆布など 黒々ツヤツヤ成分！今すぐ体感しよう！」 

（別添１） 

平成３１年１月１５

日から同年２月４日

までの間 

・本件商品及び本件商品の容器包装の写真と共に、「えっ！？まだ飲

むケアしてないの？！」、「『老け印象でどんよりしていた私・・・で

も今はイキイキ充実 鏡を見るたび笑顔になります！』」及び「簡

単にできる白髪対策として話題！」と記載。 

・「黒髪応援キャンペーン！」及び「飲みはじめの“白髪隠し”に使え

る」 

・「もう３ヶ月も通っていません！」 

・「こんな経験、ありませんか？」、「☑２週間に一度、通うことにウン

ザリ．．．」、「☑まだ若いはずなのに・・・」、「☑この前ケアしたばか

りなのにすぐ目立ってしまう」、「☑存在感があったのに、今は３６

０度頼りない・・・」、「何度やってもキリがない！！ でも元のま

まだと、みっともない・・・」、「もしかして３６０度頼りない？ 昔

はあんなに際立っていたのに・・・」、「どうしたら良いの？！」、

「原因だと思っていた」、「年齢」、「体質」、「生活習慣」、「多忙な毎

日」、「ですが・・・」及び「実は！ 栄養
・ ・

不足
・ ・

を改善することで、

ハリのある毎日は目指せるのです！！」と記載、本件商品及び本件

商品の容器包装の写真と共に、「そこで」及び「ブラックサプリＥ

Ｘは根本の悩みにお答えできるよう、“外から変える”のではなく

飲む対策に注目しました！！」と記載。 

・「もう絶対手放せない！ たくさんの人に支持されている理由」と

題し、「理由１ 結果にこだわり選び抜いた、９種類の成分」と記

載、本件商品及び本件商品の容器包装の写真と共に、「イキイキ充

実の実現には、毎日たくさんの栄養が必要になります。」、「そこで」、

「美容内科医の服部先生が、もっとも良いとされる組み合わせを考

え究極のバランスで配合したのが」、「ブラックサプリＥＸです。」、

「Ｌ－リジン」、「黒ゴマセサミ」、「ネバネバしたぬめり成分が、黒々

ツヤツヤとした輝きのもとです。」、「アルギン酸」、「ビオチン 牛

レバー約５３０ｇ分」、「オルニチン しじみ約２７６※２粒分」、「パ

ントテン酸 鶏レバー約１．５ｋｇ分」、「亜鉛 生牡蠣約２個分」、

「ビタミンＣ ほうれん草約３００ｇ分」、「レスベラトロール 赤

ワイン約１杯分※４」、「これらを全て食事だけで摂ろうとすると・・・

こ～んなにたくさんの量を、毎日食べなくてはなりません！」及び

「毎日これだけの量を食べ続けるのは、とても難しいし大変ですよ
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表示期間 表示内容 

ね。」と記載、本件商品の写真と共に、「ブラックサプリＥＸなら、

これらの栄養が、たった３粒※にギュギュ～っと凝縮！！ とって

もお手軽・簡単に栄養補給ができます。※１日あたりの目安量」、

「理由４ 手間がかからず、ラクしてキレイに！」及び「２週間に

一度通うのはお金はかかるし、自分でケアをすると時間がかかって

面倒くさい！でも、そのままだとみっともない・・・」と記載、本

件商品及び本件商品の容器包装の写真と共に、「長年、このお悩み

を抱えていた人は多いと思います。」、「ブラックサプリＥＸなら、

毎日たった３粒※飲むだけ！ ※１日あたりの目安量」、「手間もか

からず簡単なのにツヤのある毎日が充実していると大好評なんで

す！」及び「頑張る必要はありません。毎日たった３粒※飲むだけ！ 

※１日あたりの目安量」と記載。 

・「ありがとうございます」及び「ツヤのある毎日に嬉しいお声が止

まりません！！」と題し、体験談として、「変化にビックリです！ 

サプリを飲んで、どういう風に変わっていくんだろう？って思って

いました。最近気になっていた部分が、根本からイキイキ充実して

ビックリ！」と記載、体験談として、「友人から羨ましがられます 

２週間に１回のケアが面倒でした。でも何もしないと、みっともな

いし・・・。口コミを見て『ブラックサプリＥＸ』が気になり、飲

むことに決めました。最初は自然にふっくらとしたよう。今では全

体的にはっきりしているの。ケアの回数もグーンと減りましたよ。」

と記載、体験談として、「期待して続けてよかったです 昔は際立

っていたのに、この年になって寂しい印象になってしまいました。

雑誌を見ていたら『ブラックサプリＥＸ』を発見。同じように悩ん

でいる人も飲んでいるそう。淡い期待を胸に、続けてみると･･･あ

んなにさみしかったのが嘘みたいに！！続けるうちに頼りない印

象も気にならなくなり、感動しました。」と記載。 

・本件商品の写真と共に、「１日たった３粒※で イキイキ充実 ツ

ヤのある毎日に 早く始めた方から、ご実感いただいています。

さあ、アナタも今スグ始めましょう！！ ※１日あたりの目安

量」と記載。 

（別添２） 

 

 

 




